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広域拠点開発課
北エリアグループ
１．うめきた２期のまちづくり
うめきた２期では、「うめきた２期区域まちづくりの方針」に掲げるまちづくりの目標「『みどり』と『イノベーション』の融合拠点」の実現に向け、大阪市や独立行政法人都市再生機構等と連携して基盤整備事業の推進を図るとともに、イノベーション創出機能の核となる組織として「一般社団法人うめきた未来イノベーション機構（Ｕ-ＦＩＮＯ）」を、令和４年９月に民間開発事業者が設立し、大阪府、大阪市、経済界も参画し、「JAM BASE」を拠点としてイノベーションに挑戦する人々が交流するコミュニティの形成や、ディープテック・AI をテーマとした新規事業創出をめざすプログラムを提供するなど、官民連携した取組を推進した。
令和６年９月には先行まちびらきを迎え、グラングリーン大阪北館（ホテル、中核機能施設、商業施設）、うめきた公園のサウスパークの全面区域及びノースパークの一部区域が開業した。また、令和７年３月には、さらに、グラングリーン大阪南館（オフィス、ホテル、中核機能施設、商業施設）、うめきたグリーンプレイスが開業した。 
２．新大阪駅周辺地域のまちづくり
新大阪駅周辺地域では、令和４年６月に、駅とまちが一体となった世界有数の広域交通ターミナルのまちづくりの実現をめざす「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり方針2022」をとりまとめた。同年10月には新大阪駅エリアが都市再生緊急整備地域に指定され、同年12月に都市再生緊急整備協議会及び新大阪駅周辺地域まちづくり検討部会を設置した。
令和６年度は、新大阪駅エリアのまちづくりの動きを効果的にPRするための「新大阪駅エリアまちづくりのキャッチフレーズ」を「新しいの、その先へ　新大阪」に決定した。令和７年３月には、にぎわいのある駅周辺の空間形成に向けた具体的な検討を行うため、新大阪駅周辺地域まちづくり検討部会のもとに「新大阪駅エリア交通結節機能強化検討会」を設置した。

３．事務執行状況
（１）歳入
  （一般会計）
	　事　業　名
	収　入　内　容
	収　入　済　額

	寄付金
	うめきた２期全面みどり化のための寄附金における令和６年度の寄附金及び運用利息
	32,793円
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令和５年度
10,866
令和４年度
52,076
令和３年度
7,337

　

	雑入
	府市共同事務にかかる大阪市負担金
	10,567,700円
　
令和５年度
4,626,670

令和４年度
5,040,930


（２）歳出
　  （一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	うめきたまちづくり
推進費
＜拠点開発費＞
	○うめきた地区土地区画整理事業
うめきた地区（大阪駅北大深西地区）にかかる
土地区画整理事業の経費に対する大阪市への補助を行った。
○公園整備事業
「みどり」の中心となる都市公園整備事業の経
費に対する大阪市への補助を行った。

	238,967,613円

　
令和５年度

349,235,779
令和４年度

176,125,430
令和３年度
180,680,824

	グランドデザイン推進費
＜拠点開発費＞
	○広域拠点開発事業（新大阪）
新大阪駅周辺地域のまちづくり推進に向け、ま
ちづくり検討部会の開催や、民間都市開発の誘導方策などの検討調査を府市共同で実施した。

	21,135,400円
　
令和５年度
9,253,340

令和４年度
10,042,260

令和３年度
9,694,840

	みどりの基金事業費
＜拠点開発費＞
	　
うめきた２期全面みどり化のための寄附金における令和６年度の寄附金及び運用利息を大阪府みどり基金に積み立てた。

	32,793円

令和５年度
10,866
令和４年度
52,076
令和３年度
7,337




中エリアグループ
１．大阪城東部地区のまちづくり

大阪城東部地区では、「大阪城東部地区のまちづくりの方向性」を踏まえ、大阪公立大学森之宮キャンパスを先導役としたまちづくりの実現に向け、大阪府、大阪市、地権者等の関係者で検討を進めており、令和６年２月に開催した「第６回大阪城東部地区まちづくり検討会」において土地利用や基盤整備の方針、今後のスケジュールなどを確認し、同年５月に「大阪城東部地区 1.5期開発の開発方針」を策定した。

また、当地区の歩行者空間のネットワーク化に向けた大阪城公園接続デッキの整備について、令和６年度はJR西日本との協働により調査・設計業務を実施した。
２．事務執行状況
（１）歳入
  （一般会計）
	　事　業　名
	収　入　内　容
	収　入　済　額

	雑入
	府市共同事務にかかる大阪市負担金
	2,612,500円
令和５年度
3,044,610

令和４年度
3,011,370


（２）歳出
　  （一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	グランドデザイン
推進費
＜拠点開発費＞
	○広域拠点開発事業（大阪城東部）
「大阪城東部地区のまちづくりの方向性」を踏
まえ、大阪公立大学森之宮キャンパスを先導役としたまちづくりの実現に向けた方策を、府、市、地権者により共同で検討した。
○広域拠点開発事業（大阪城公園接続デッキ）

当地区の歩行者空間のネットワーク化に向けた
大阪城公園接続デッキの整備について、JR西日本との協働により調査・設計業務を実施した。
	55,101,200円
5,225,000円
令和５年度

6,089,220

令和４年度
6,022,740

令和３年度
3,000,000

　
49,876,200円


ベイエリアグループ
１．夢洲・咲洲地区のまちづくり
夢洲地区では、府市、経済界とともに策定した「夢洲まちづくり構想」（平成29年８月策定）及び「夢洲まちづくり基本方針」（令和元年12月策定）において、国際観光拠点の形成をめざすこととしている。

そのうち、夢洲第１期区域においては、統合型リゾート（ＩＲ）の整備が進められるとともに、大阪・関西万博の跡地となる夢洲第２期区域においては、万博の理念を継承したまちづくりを進めることとしており、令和６年９月には「夢洲第２期区域マスタープランの策定に向けた民間提案募集」を開始し、まちづくりについて具体的な提案を受け、令和７年１月には２件の優秀提案を決定した。

咲洲コスモスクエア地区では、府市・企業・大学等が一体で大阪の未来を担うこどもたちの想像力を育み、こどものチャレンジを応援する地域活性化プロジェクト「咲洲こどもEXPO」をＡＴＣや大阪府咲洲庁舎等を主な会場として実施しており、立地する企業・大学等の連携強化を図りながら地区の活性化及び魅力向上に取り組んでいる。
２．事務執行状況
（１）歳入
  （一般会計）
	　事　業　名
	収　入　内　容
	収　入　済　額

	雑入
	　府市共同事務にかかる大阪市負担金
	2,765,952円
　
令和５年度
4,046,260

令和４年度
4,816,680




（２）歳出
　  （一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	グランドデザイン
推進費
＜拠点開発費＞
	○広域拠点開発事業（夢洲）

夢洲第２期区域まちづくりの実現に向け、マス
タープランの策定について府市共同で検討した。
	5,531,905円
　
令和５年度
8,092,520

令和４年度
9,633,360


戦略拠点開発課
拠点まちづくり推進グループ
１．府内の拠点まちづくり
　 (１) 大阪モノレール（仮称）荒本駅周辺のまちづくりの推進
　　　　大阪モノレールの延伸を契機として、(仮称)荒本駅周辺のまちづくりの具体化に向けた取組を推進させるため、府営東大阪春宮住宅の跡地の活用について、東大阪市や関係部局と協議を行い、開発事業者の公募内容の検討を行った。

（２）幹線道路沿道のまちづくり

①第二京阪道路沿道まちづくり

平成22年３月に開通した第二京阪道路沿道地域を対象に企業等の沿道利用のニーズが飛躍的に高まる中で、乱開発の防止と秩序ある街並の形成を図り産業等の立地を促すまちづくりを進めていく必要がある。

令和６年度は、まちづくり検討会・部会を開催し、沿道各市のこれまでの取組の効果検証等を行い、第二京阪沿道まちづくりの方針（令和７年度３月版）として取りまとめた。

②外環状線等沿道まちづくり

大阪外環状線、国道309号、府道岸和田牛滝山貝塚線の沿道において、遊休農地の拡大や無秩序な土地利用への懸念、土地利用の需要が飛躍的に高まることから、農地・自然環境の保全に考慮した産業等の立地を促すまちづくりを進めていく必要がある。

令和６年度は、沿道各市の取組状況についてヒアリングを行った。
２．防災都市づくりの推進
（１）都市防災総合推進事業の推進
防災上危険な市街地の総合的な防災性の向上を図ることを目的に、避難地・避難路等の公共施設整備や沿道建築物の不燃化などの市町村の都市防災に関する取組の支援として、社会資本整備総合交付金の申請等に関する協議・調整事務を行っている。
（令和６年度申請）　・岸和田市、大東市、枚方市、和泉市 の各１地区、東大阪市 ２地区　計６地区
（２）都市安全確保拠点整備事業の推進

　　自然現象による災害が発生した場合等に居住者等の安全を確保する必要性が高いと認め
られる区域において、災害時に都市機能を維持するための拠点市街地整備に関する取組の
支援として、社会資本整備総合交付金の申請等に関する協議・調整事務を行っている。

（令和６年度申請）　・摂津市　１地区
３．事務執行状況
(１)歳出
　  （一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	負担金
＜都市計画総務費＞
	安全な都市の形成に資することを目的とし、都市の防災問題について、全国の会員団体と意見交換等を行うため下記協議会に加入しており、その会費を負担した。

・都市防災推進協議会

	25,000円
令和５年度
30,000

令和４年度
30,000
令和３年度
35,000


市街地整備グループ
　当グループでは土地区画整理事業、市街地再開発事業等を所管しており、これらの手法は一定の施行区域内において道路、公園などの公共施設や上水道、ガスなどの供給処理施設等を適切に整備し、防災性向上や利用増進を図るため、総合的・一体的に市街地整備を行うものである。また、令和６年度から都市整備部より引き継いだ都市再生整備計画関連事業等も所管しており、これらは主に「立地適正化計画」に基づき、都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力の強化の取組など市町村に対する技術指導を行うものである。
１．土地区画整理担当
　土地区画整理法等の定めるところにより、公共団体及び組合等が施行する土地区画整理事業に対する指導監督を行うとともに組合に対して補助を行った。また、市街化区域内の宅地化する農地等について、スプロールを未然に防止し、緑豊かで計画的なまちづくりと良質な住宅供給を促進するため、各種支援を行った。
（１）施行中及び調査中地区の指導監督
施行中地区…【公共団体施行】佐井寺西地区（吹田市）
　　　　　　　　　【組合施行】岸和田市丘陵地区（岸和田市）、箕面船場駅前地区（箕面市）、成合南地区（高槻市）、星田駅北地区（交野市）、南目垣・東野々宮地区（茨木市）、幸福東地区（門真市）、JR島本町西地区（島本町）、彩都東部地区Ｃ区域（茨木市）、三宅西地区（松原市）、高向・上原地区（河内長野市）、川合・山之口地区（箕面市）、国松地区（寝屋川市）、村野駅西地区（枚方市）、茄子作地区（枚方市）

　　　　　　　　　【個人施行】星田北二丁目地区（交野市）、豊中市服部天神駅周辺地区（豊中市）、彩都東部地区Ａ区域（茨木市）、北中振地区（枚方市）
調査中地区…山直東地区（岸和田市）、新堂５丁目地区（松原市）、丹南地区（松原市）、寝屋二丁目・寝屋川公園地区（寝屋川市）、津堂・小山地区（藤井寺市）、JR和泉橋本駅山側地区（貝塚市）、小山田西地区（河内長野市）、寺・向井田地区（交野市）、北島西・北地区（門真市）、枚方市駅周辺④⑤街区（枚方市）、大野東地区（大阪狭山市）、長尾駅周辺地区（枚方市）
根拠法令等：土地区画整理法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
（２）土地区画整理法に基づく認可等
　　　土地区画整理事業を推進するため、法に基づく認可等を行った。
	
	年度
	個人
	組合
	公共
団体
	機構
	計

	施行・設立・設計の概要の認可
	R4
	０
	０
	０
	-
	０

	
	R5
	０
	０
	０
	-
	０

	
	R6
	０
	０
	０
	-
	０

	設計の概要の
変更認可
	R4
	０
	０
	１
	-
	１

	
	R5
	０
	０
	０
	-
	０

	
	R6
	０
	０
	０
	-
	０

	事業計画の変更認可
	R4
	０
	３
	０
	-
	３

	
	R5
	０
	２
	０
	-
	２

	
	R6
	０
	１
	０
	-
	２

	換地計画の認可
	R4
	０
	１
	０
	０
	１

	
	R5
	０
	１
	０
	０
	１

	
	R6
	０
	１
	０
	０
	１

	解散・終了認可
	R4
	０
	０
	０
	-
	０

	
	R5
	０
	１
	０
	-
	１

	
	R6
	０
	１
	０
	-
	１

	土地区画整理法
第71条協議
	R4
	‐
	‐
	‐
	０
	１

	
	R5
	‐
	‐
	‐
	０
	０

	
	R6
	‐
	‐
	‐
	１
	０

	計
	R4
	０
	４
	１
	１
	６

	
	R5
	０
	４
	０
	０
	４

	
	R6
	０
	４
	０
	０
	４


根拠法令等：土地区画整理法
（３）大阪版地方分権推進制度交付金　
①　歳出
　  （一般会計）
	事務名称
	執行状況
	執行済額
	根拠法令

	個人施行者の施行する住宅街区整備事業に係る認可、指導監督等
	池田市　他31市町村
	8,594,000円
　
令和５年度
10,547,000
令和４年度

10,521,000
令和３年度
9,795,000
　

　
	大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

	施設住宅等の区分所有者相互の事項に係る管理規約の認可
	池田市　他29市町村
	
	

	住宅街区整備事業により取得した施設住宅の一部の譲渡の届出の受理
	池田市　他31市町村
	
	

	住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の土地で土地の試掘をする場合の許可
	島本町　他９町村
	
	

	住宅街区整備事業の施行地区内における建築行為等の許可
	島本町　他９町村
	
	

	組合が行う住宅街区整備事業に係る認可、指導監督等
	池田市　他31市町村
	
	

	土地区画整理促進区域内及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の許可等
	島本町　他９町村
	
	土地区画　整理法

	土地区画整理促進区域内等における土地の買い取り申出
	池田市　他31市町村
	
	

	区画整理会社の土地区画整理事業の認可、指導監督等
	池田市　他28市町村
	
	

	個人の土地区画整理事業の認可、指導監督等
	池田市　他28市町村
	
	

	組合の土地区画整理事業の認可、指導監督等
	池田市　他28市町村
	
	

	土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等
（個人・組合・区画整理会社・市町村施行）
	豊能町　他９町村
	
	

	土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等
（機構・府・公社施行）
	大阪市　他42市町村
	
	

	機構施行による換地計画認可及び換地処分の公告等
	大阪市　他４市
	
	


	事務名称
	執行状況
	執行済額
	根拠法令

	農住組合の設立認可等
	茨木市
	
	農住組合法

	拠点業務市街地整備促進区域内における建築行為の許可
	太子町　他２町村
	
	地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

	拠点業務市街地整備促進区域内における土地の買取り等
	島本町　他１町
	
	


根拠法令等：大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例、
大阪版地方分権推進制度実施要綱
（４）地域整備関係事業補助金
①　歳入
　  （一般会計）
	科　　目
	収　入　内　容
	収　入　済　額
	根拠法令

	国庫補助金
	社会資本整備総合交付金（道路事業）
	　　　　　
105,625,000円
	土地区画整理法、地方自治法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、大阪府地域整備関係事業補助金交付要綱


②　歳出
　  （一般会計）
	事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	組合等土地区画整理事業
	国が採択した組合施行等の土地区画整理事業等に対して事業の円滑な促進を図るため、補助基本額の１／１以内の補助を行った。
	　　　　
211,250,000円
	土地区画整理法、地方自治法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、大阪府地域整備関係事業補助金交付要綱


２．再開発担当
　　都市再開発法等の定めるところにより、公共団体及び市街地再開発組合等が施行する市街地再開発事業等に対する指導監督を行うとともに事業の促進を図るため各種支援を行った。また、施設の老朽化、空洞化の進む既存再開発ビルの再生に向けた取組を行った。
（１）施行中及び調査中地区指導監督
　　　　施行中地区…・光善寺駅西地区（枚方市） 【組合施行】
・枚方市駅周辺地区（枚方市）【組合施行】
・新千里東町地区（豊中市） 【組合施行】
・千里丘駅西地区（摂津市） 【公共団体施行】
・門真市駅前地区（門真市） 【組合施行（予定）】
調査中地区…・阪急茨木市駅西口地区（茨木市）
・JR茨木駅前地区（茨木市）
　　　　　　・北千里駅前地区（吹田市）
　　　　　　・竹見台・桃山台近隣センター地区（吹田市）
・高石駅西地区（高石市）
・河内長野駅周辺地区（河内長野市）
・春木駅周辺地区（岸和田市）

　　　　根拠法令等：都市再開発法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
（２）都市再開発法等に基づく認可
　　　市街地再開発事業等を推進するため、法に基づく認可を行った。
	
	組合等
	公共団体
	計

	
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６

	事業計画の認可
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０

	事業計画等の変更認可
	４
	２
	２
	２
	０
	０
	６
	２
	２

	権利変換計画の認可
（管理処分計画）
	１
	０
	０
	１
	０
	０
	２
	０
	０

	権利変換計画の
変更認可
（管理処分変更計画）
	０
	０
	０
	０
	０
	１
	０
	０
	１

	特定建築者の承認
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０

	解散認可等
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０
	０

	計
	５
	２
	２
	３
	０
	１
	８
	２
	３


根拠法令等：都市再開発法等
（３）各種協会負担金
①　歳　　出 （一般会計）
	事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	各種協会負担金
＜都市計画総務費＞

	都市の健全な発展を目的とする都市整備事業の啓発普及と促進を図るため、下記協会に加入しており、その会費を執行した。また、各種会議の受講料として執行した。
・都市再開発促進協議会の会費
・全国市街地再開発連絡会議の受講料
・市街地整備促進協議会の受講料
	50,000円

令和５年度
33,000

	


（４）大阪版地方分権推進制度交付金　
①　歳　　出  （一般会計）
根拠法令等：大阪府建築都市行政事務に係る事務処理の特例に関する条例、
大阪版地方分権推進制度実施要綱
	事務名称
	執行状況
	執行済額
	根拠法令

	市街地再開発事業に係る認可、指導監督等
	大阪市　他 １市
	　　　　　
2,473,000円

令和５年度
2,536,000
令和４年度
2,600,000
	都市再開発法

	市街地再開発促進区域内における建築の許可等
	島本町　他 ９町村
	
	

	市街地再開発事業の準備のための立入・試掘等の許可等
	島本町　他 ９町村
	
	

	再開発事業計画の認定等
	池田市　他 31市町村
	
	

	防災街区整備事業施行区域内での建築行為等の許可等
	島本町　他 ９町村
	
	密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

	防災街区計画整備組合の設立の認可等
	池田市　他 29市町村
	
	

	防災街区整備事業の準備等のための立入・試掘等の許可等
	島本町　他 ９町村
	
	


（５）地域整備関係事業補助金
①　歳入
　  （一般会計）
	科　　目
	収　入　内　容
	収　入　済　額
	根拠法令

	国庫補助金
	社会資本整備総合交付金（市街地整備事業）
	　　　　　
301,311,000円　

令和５年度
288,088,000
	都市再開発法、地方自治法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、大阪府地域整備関係事業補助金交付要綱


②　歳出
　  （一般会計）
	事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	組合等市街地再開発事業
	国が採択した組合施行等の市街地再開発事業等に対して事業の円滑な促進を図るため、補助基本額の１／３以内※１、※２（ただし、補助事業が複数年度にわたるものについて、当該補助事業に係る補助金の総額が補助基本額の総額の１／３※１、※２を超えない範囲で、単年度の補助率を２／３※１、※２以内とする）の補助を行った。
※１　補助金のうち、１／２は国費
※２　国が認めた場合においては、国の要綱等に定められた係数を乗じている。
	　　　　
602,622,000円

令和５年度
576,176,000
令和４年度
429,648,000
	都市再開発法、地方自治法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、大阪府地域整備関係事業補助金交付要綱


（６）再開発ビルの再生に向けた取組
再開発ビルの再生に向け、具体地区の取組状況について市と意見交換を行った。
３．箕面森町担当
箕面森町事業（北部大阪都市計画事業水と緑の健康都市特定土地区画整理事業）については、箕面北部丘陵において、周辺の豊かな自然環境を活かし、世代を超えてだれもが生き生きと暮らせるまちづくりを進めた。
１．計画の概要
・開発面積
約313.5ｈａ
・計画戸数
約1,800戸
・計画人口
約6,000人
・根拠法令
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

土地区画整理法
２．事業の進捗状況
平成19年５月に止々呂美東西線を開通し、10月には「まちびらき」となる保留地の分譲及び一部仮換地の使用収益を開始するとともに、千里中央へのアクセスバスの運行を開始した。
　平成24年４月に大規模地権者により第２区域の分譲が開始された。
　平成27年度から令和元年度にかけては、第３区域の基盤整備工事と道路改築工事を進め、平成30年３月には都市計画道路止々呂美吉川線の部分供用を行い、平成31年３月には第３区域の区画の整備完了と都市計画道路止々呂美吉川線の全線供用を果たした。令和２年３月には土地区画整理法第103条第１項の規定に基づく換地処分通知を実施し、令和２年５月28日に換地処分公告を行った。
　令和６年度は、大規模府有地の維持管理や活用に向けた調整等を実施した。
（１）各担当業務及び工事・委託等状況
・事業担当業務においては、箕面森町事業の円滑な推進のため、委託等に係る予算執行計画の作成、管理を行った。
・換地清算担当業務においては、換地処分後の清算金の徴収及び滞納者への滞納処分を行った。
・委託等
　箕面北部丘陵地区事業地内維持管理業務（Ｒ６）等　委託　２件

（２）関係機関との調整
　　大規模府有地の活用方針について箕面市等との調整を行った。
３．事務執行状況
①　歳入
（一般会計）
	事　業　名
	収　入　内　容
	収入済額
	根拠法令

	財産収入

	小中一貫校整備による分割建物引渡代金等
	95,395,200円

令和５年度
235,353,252
　　
	

	諸収入

	土地区画整理事業換地に伴う清算金等
	109,500,144円

令和５年度
44,717,430　　
	土地区画整理法、


※令和５年度は箕面北部丘陵整備事業特別会計の金額
②　歳　　出
 　（一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	箕面森町事業
＜拠点開発費＞


	小中一貫校整備PFI事業の分割支出や箕面森町事業区域の維持管理等を行った。
	109,938,284円

令和５年度
113,095,449
	


※令和５年度は箕面北部丘陵整備事業特別会計の金額
ニュータウン再生グループ　
１．千里ニュータウン再生等の推進　
　（１）「千里ニュータウン再生連絡協議会」の運営
　　　　千里ニュータウンの今後の方向性や公共賃貸住宅等の建替え・改善等に関する協議・情報交換・調査等を行い、千里ニュータウンの再生に資することを目的とし、大阪府・豊中市・吹田市・独立行政法人都市再生機構・大阪府住宅供給公社・公益財団法人大阪府都市整備推進センターで構成する「千里ニュータウン再生連絡協議会」の運営を行った。

　
　（２）千里ニュータウン再生に向けた取組
　　　　「千里ニュータウン再生連絡協議会」を構成する大阪府・豊中市・吹田市・独立行政法人都市再生機構・大阪府住宅供給公社・公益財団法人大阪府都市整備推進センターは、全国的に人口減少・超高齢社会が到来するなかで、ニュータウン周辺の開発の進展や広域交通網の拡大も踏まえ、千里ニュータウンが引き続き持続発展していけるよう、平成19年10月に策定した「千里ニュータウン再生指針」による取組を点検し、「新たな再生の視点」として「健康とイノベーションをテーマとしたまちづくり」や「使える・楽しめるみどりとオープンスペースのネットワークづくり」などを設定し、今後10年間で取り組むべき方向性を示す「千里ニュータウン再生指針2018」として平成30年3月に改訂。令和４年度に、各行政等団体の各々の役割分担に基づく取組の状況や千里ニュータウンの動向等を把握するとともに、取組状況の中間評価を行い、公表。ニュータウンの再生に向けた活用地の活用方法について、情報共有及び意見交換を行った。
　（３）千里中央地区周辺のまちづくりの促進
官民協働による地区一体でのまちづくりを進めるため、豊中市と連携し、民間企業（駅周辺の地権者等）を中心として設置した「千里中央地区活性化協議会」において、「千里中央地区活性化基本計画」（平成31年３月策定）を千里中央駅周辺の商業施設等の再整備計画など今後の再整備の方針を示す「千里中央地区活性化基本計画＜改定版＞」として令和６年８月に改定。本計画に基づき、豊中市および関係者とまちづくりの具体化に向けた議論や情報の共有を行った。
２．泉北ニュータウン再生等の推進　
　（１）「泉北ニューデザイン推進協議会」の運営
泉北ニュータウンの持続発展に向け堺市が新たに策定した「SENBOKU New Design」を踏まえ、泉ケ丘駅前地域の活性化や公的賃貸住宅の再生など、泉北ニュータウンの再生に向けた広域的な取組を進めるため、大阪府・堺市・独立行政法人都市再生機構・大阪府住宅供給公社・南海電気鉄道株式会社で構成する「泉北ニューデザイン推進協議会」の運営を行った。
・令和６年度：１回開催
　（２）泉ケ丘駅前地域の活性化に向けた取組
協議会において、泉北ニュータウン再生のトリガーとして泉ケ丘駅前地域を活性化させるため、地域住民、民間事業者、行政、公的団体、教育機関、ＮＰＯ等が活性化の目標や将来像を共有し、共に行動するための指針として、平成22年度に「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」を策定し、平成26年度に近畿大学医学部等の立地予定など新たな土地利用転換の動きを踏まえて改訂した。
本ビジョンの具体化に向け、泉ケ丘駅周辺地域に関わる主な民間事業者、行政、公的団体と共に、喫緊の課題（交通・子どもコア）等を共有、議論し、今後概ね10年間程度の期間において、公民関係者とともに取組む基本方針等として、平成28年3月に「泉ヶ丘駅前地域活性化アクションプラン」を策定した。
公民関係者とともに本アクションプランに基づき、令和７年の近畿大学医学部等の立地に向け、駅前地域の活性化の検討を進めており、令和５年度は、協議会において、各事業者が進める再整備事業等における関係事業者間の調整状況の共有及び意見交換を行った。また、「SENBOKU New Design」を踏まえた新たなビジョンへの見直しに取り組み、令和７年７月の策定をめざしている。

　（３）公的賃貸住宅再生に向けた取組
　　　　泉北ニュータウンの再生に向けて、公的賃貸住宅（府営住宅、府公社賃貸住宅、ＵＲ賃貸住宅）の今後の活用方策や管理・運営の方向性を示した「再生の方針」と公的賃貸住宅の再生事業の方針や具体的取組を明らかにした「再生事業計画」を示す「泉北ニュータウン公的賃貸住宅再生計画」を、同協議会において平成24年3月に策定した。
　　　　「子育て」や「健康・長寿」などを重点テーマに掲げ、人口減少や高齢化などの厳しい状況を打開するため、若年世代の誘引やエリア価値向上をめざし、多角的分野のソフト事業も含めた総合的なまちづくりを推進するため、本計画を平成29年3月に改定し、本計画に基づき、公的賃貸住宅ストックや建替え、集約事業等で生み出される活用地を活用し、民間と連携したまちづくりを進めるため、民間事業者等に情報提供を行うとともに、事業の相談や意見交換、提案を受ける場である「泉北ニュータウンまちづくりプラットフォーム」を平成29年12月に設立した。
令和６年度は、令和６年度以降に創出が予定される活用地（近畿大学医学部等移転予定用地を除く）について、活用コンセプト（テーマ）案（令和４年１月策定）に基づき、公募に向けた意見交換及び公募条件の整理を行った。併せて、既存ストックの活用について、活用事例を公表するとともに、既存ストックの活用が一層促進されるよう講演会や活用アイデア・事業者提案の募集の取り組み等の検討を行った。
３．郊外の大規模ニュータウン再生の推進
　　大阪府内に多数存在する郊外の大規模なニュータウンについては、開発から40～50年が経過し、人口減少、施設の老朽化等の様々な課題が顕在化していることから、地元市とともに「都市魅力の向上」や「安全・安心の確保」等の観点から再生に取り組んでいる。
　　令和６年度は、「大阪狭山市狭山ニュータウン地区再生連絡協議会」（２回）、「金剛地区再生指
針推進協議会」（２回）に委員として出席し、再生に向けた取組の進捗状況について意見交換を行った。
４．住宅市街地基盤整備事業の推進　
　　本事業により、住宅建設事業及び宅地開発事業に関連して必要となる公共施設の整備に係る交付金を確保し、良好な住宅及び宅地の供給の促進に資することを目的に、社会資本整備総合交付金の申請等に関する協議・調整事務を行っている。
　　　（令和６年度申請）　・団地数　１団地（施設数  ２施設）
５．事務執行状況
（１）歳入
　  （一般会計）
	事　業　名
	収入内容
	収　入　済　額

	国庫補助金
	地域居住機能再生推進事業補助金
	317,000円

令和５年度
317,000

　令和４年度
  317,000
　令和３年度
  317,000


（２）歳出
　  （一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	ニュータウン
再生事業費
＜拠点開発費＞
	泉北ニュータウンの再生に向けた広域的な取組みを進めるため、下記協議会に加入しており、協議会の維持・運営に係る費用を負担した。
　・泉北ニューデザイン推進協議会
（内容）泉北ＮＴ再生府市等連携協議会運営費
　負担金、補助及び交付金

	635,000円
　
令和５年度
635,000
令和４年度
635,000
令和３年度
635,000


彩都プロジェクト推進グループ
１．彩都（国際文化公園都市）建設の推進
　（１）彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会事業の推進
　　　　産・学・官が一体となって国際文化公園都市建設の推進を図るため、「彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会」を通じて、関係機関との協議・調整やまちづくりに関する調査等の各種活動を行った。
　　　（令和６年度の主な事業）
・彩都東部地区での土地区画整理事業推進に向けた関係機関との協議・調整
　　　　・彩都に関する情報発信活動・企業誘致活動の実施
　　　　・まちづくり等に関する各種調査・広報活動の実施
・その他関係機関との協議・調整
　　
・彩都(国際文化公園都市)建設推進協議会分担金
	交　付　先
	金　　額
	備　　考

	彩都(国際文化公園都市)建設推進協議会
	  3,695千円　
	


　（２）関係機関と協議・調整
　　　　西部地区・中部地区については、円滑な事業推進を図るため事業主体である独立行政法人都市再生機構をはじめ、地元市（茨木市、箕面市）、民間事業者等と協議・調整を行った。
　　　　東部地区については、現在事業中の２区域について、関係機関との協議調整を行った。残る区域については、地元地権者の組織である彩都東部地区地権者協議会において、事務局である茨木市及び独立行政法人都市再生機構と連携し、東部地区全体のまちづくりの推進に努めた。
　（３）府有地の有効活用と適切な維持管理
　　　　彩都中部地区における大阪府所有地について、既に利用可能な所有地（１区画）を定期借地契約方式により有効に活用している。また他の所有地については、法面等の適切な維持管理を行うとともに、（都）茨木箕面丘陵線の整備に併せ、早期の売却等に向けて関係者と検討、調整を行った。
　　　　・借地契約状況（令和７年３月末現在）

　　　　　　契約済区画（面積）　１区画（約1,334㎡）

（４）民間主導のまちづくりの促進
彩都東部地区において、彩都の骨格となる道路の整備促進を図るため、国の補助金（組合等区画整理事業）を導入し、彩都東部地区Ｃ区域土地区画整理組合に対して補助金を交付した。

２．事務執行状況
（１）歳入
　  （一般会計）
	科　　目
	収　入　内　容
	収　入　済　額

	財産運用収入
	彩都府有地定期借地貸付料
	2,404,764円
令和５年度
2,404,764

令和４年度
8,361,364
令和３年度

14,459,940


（２）歳出
  　（一般会計）
	事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	彩都（国際文化公園都市）事業費
(彩都建設推進協議会分担金）

＜拠点開発費＞
	時代を先導する都市づくりをめざす彩都(国際文化公園都市)の建設推進を図るため、彩都建設推進協議会に対して分担金を拠出した。
	3,695,000円
令和５年度
3,695,000
令和４年度
3,695,000

令和３年度
3,695,000

	彩都（国際文化公園都市）事業費
(彩都維持管理費)

＜拠点開発費＞
	彩都(国際文化公園都市)中部地区の府有地の維持管理を行うため、委託役務の発注、契約、施工管理を実施した。
	2,704,900円
令和５年度
　1,625,800

令和４年度
3,091,000

令和３年度

1,947,000

	彩都（国際文化公園都市）事業費
(彩都東部地区組合土地区画
 整理事業費補助)

＜拠点開発費＞
	彩都東部地区のまちづくりを進めるため、彩都東部地区Ｃ区域土地区画整理組合に対して補助金を交付した。
	299,060,000円
令和５年度
77,000,000



タウン推進課

１．りんくうタウン事業（南大阪湾岸整備事業）
（１）目的
関西国際空港の対岸部において埋立てを行い、空港機能の支援及び補完と大阪湾及び地域の環境改善を図り、あわせて地域の振興に資する。
（２）事業の概要
（ア）造成面積　　　318.4ha（計画面積：219.3ha）
（イ）埋立土量　　　2,520万㎥
（ウ）事業費　　　約4,994億円
（エ）事業期間　　　昭和61年度～平成８年度
　　　　　　　　　　　　　※公有水面埋立法に基づく埋立免許取得～全域竣功認可
（オ）根拠法令　　　公有水面埋立法
（３）事業の進捗状況
主要な工事(道路、下水道及び公園・緑地整備)については、平成23年度末に概成している。
分譲については、平成２年４月から商業業務ゾーンの分譲を開始し、順次、各ゾーンの分譲を進めている。また、誘致企業のニーズに対応するため、平成15年度から事業用定期借地方式を本格導入し、分譲・賃貸を行っている。さらに、平成27年度から事業用定期借地の途中売却を行っており、令和５年度からは例外措置としての借地期間延長（10年）を開始している。
令和６年度末現在の分譲・賃貸状況は、計画面積219.3haに対し、契約済面積217.8ha、契
約率99.3％となっている。
（４）令和６年度の執行概要
　　事業用定期借地を２件途中売却し、３件の借地期間延長を行った。また、その外府持分を１件売却した。

（５）土地の分譲・賃貸状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ha）
	区分
	計画
面積
	契　　約　　面　　積
	残面積

	
	
	種別
	令和3年度
末累計
	令和
4年度
	令和
5年度
	令和
6年度
	合計
（契約率）
	

	商業業務
	29.6
	分譲
	6.0
	―
	0.4
	1.4
	29.6
(100％)
	0

	
	
	賃貸
	23.6
	―
	▲0.4
	▲1.4
	
	

	流通製造
加工
	15.6
	分譲
	15.4
	―
	―
	―
	15.6
(100％)
	0

	
	
	賃貸
	0.3
	―
	―
	―
	
	

	住宅関連
	7.7
	分譲
	7.7
	―
	―
	―
	7.7

(100％)
	0

	空港関連
産業
	14.3
	分譲
	10.1
	0.5
	0.4
	―
	14.3
(100％)
	0

	
	
	賃貸
	4.1
	▲0.5
	▲0.4
	―
	
	

	工場団地
	63.6
	分譲
	60.0
	0.5
	―
	0.3
	63.6

(100％)
	0

	
	
	賃貸
	3.5
	▲0.5
	―
	▲0.3
	
	

	公共施設
	88.5
	―
	87.0
	―
	―
	―
	87.0
(98.3％)
	1.5

	計
	219.3
	分譲
	186.3
	1.0
	0.7
	1.7
	217.8

(99.3％)
	1.5

	
	
	賃貸
	31.5
	▲1.0
	▲0.7
	▲1.7
	
	


※端数処理のため、各欄の計と合計欄が一致しない場合がある。
※賃貸の面積減は、事業用定期借地の途中売却によるもの。




２．阪南スカイタウン事業（阪南丘陵住宅地区開発事業）
（１）目的
関西国際空港に関連する地域整備として、関西国際空港及びりんくうタウンの建設に必要な埋立用土砂の一部を供給するとともに、土砂採取跡地を有効に利用し、緑豊かなゆとりと潤いのある住宅地の形成と産業・文化・レクリェーション施設などの誘致による複合的なまちづくりを進める。
（２）事業の概要
（ア）造成面積　　　170.7ha（計画面積101.9ha）
（イ）事業期間　　　土砂採取　　　昭和61年度～平成４年度
宅地開発　　　昭和63年度～平成23年度
　　　　　　　　　　　　　※新住宅市街地開発法に基づく事業認可期間(～25年度)
（ウ）事業費      土砂採取　　　　　760億円
宅地開発　　　　1,162億円
（エ）採取土量（実績）　　約5,900万㎥　　

（オ）住宅戸数　　　約2,500戸
（カ）計画人口　　　約9,000人
（キ）根拠法令      新住宅市街地開発法
（３）事業の進捗状況
土砂採取事業については、関西国際空港へは平成３年12月、りんくうタウンへは平成４年12月にそれぞれ土砂供給を終え、平成６年７月にはすべての土砂搬出施設等の撤去工事を完了した。
また、宅地開発事業については、昭和63年８月に新住宅市街地開発事業の建設大臣認可を受け、開発に着手し、平成７年11月から分譲を開始、平成８年３月より入居が始まり、同年４月にはまちびらきを行った。
以降、事業計画等に基づき、計画的に住宅用地の分譲及び産業用地の分譲・賃貸を行っており、令和６年度末現在の分譲・賃貸状況は、住宅用地・産業用地等合計で、計画面積101.9haに対し、契約済面積98.0ha、契約率96.2％となっている。
さらに、令和５年度からは事業用定期借地において、例外措置としての借地期間延長（10年）を開始している。

（４）令和６年度の執行概要
　　　一般定期借地を３件途中売却した。また、事業用定期借地を１件途中売却した。
（５）土地の分譲・賃貸状況
令和７年３月31日現在
（単位：ha）
	区　　分
	計画
面積
	契　　約　　面　　積
	残面積

	
	
	種別
	令和3年度
末累計
	令和
4年度
	令和
5年度
	令和
6年度
	合計
（契約率）
	

	住宅用地
	38.3
	分譲
	35.1
	1.3
	0.0
	0.1
	36.9

(96.3％)
	1.4

	
	
	賃貸
	0.5
	▲0.0
	▲0.0
	▲0.1
	
	

	産業用地
	24.9
	分譲
	18.5
	0.2
	0.2
	―
	22.4
(90.0％)
	2.5

	
	
	賃貸
	3.9
	▲0.2
	▲0.2
	―
	
	

	公共施設用地
	38.7
	－
	38.7
	―
	―
	―
	38.7
(100％)
	0

	計
	101.9
	－
	96.8
	1.2
	0.0
	0.0
	98.0

(96.2％)
	3.9


※端数処理のため、各欄の計と合計欄が一致しない場合がある。
※賃貸の面積減は、定期借地の途中売却によるもの。
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３．二色の浜環境整備事業（阪南臨海土地造成事業）
（１）目的
二色の浜の保全と大阪湾の水質汚濁防止並びに貝塚市地域の都市環境整備のために、貝塚市脇浜地先海面に流域下水道処理場用地、工場移転用地、住宅用地、港湾用地、海浜緑地等を造成する。
（２）事業の概要
（ア）造成面積　　　251.7ha
（イ）埋立土量　　　2,400万㎥
（ウ）事業費　　　950億円（港湾局所管事業を除く建設投資額）
（エ）事業期間　　　昭和53年度から平成元年度（昭和55年度まで土木部が所管）
　　　　　　　　　　　　　※公有水面埋立法に基づく埋立免許取得～全域竣功認可
（オ）根拠法令　　　公有水面埋立法
（３）事業の進捗状況
阪南臨海土地造成事業は、昭和53年８月から土木部において開始、昭和56年度から企業局において実施し、平成２年２月に概成した。
平成27年度から事業用定期借地の途中売却を行っており、令和５年度からは例外措置としての借地期間延長（10年）を開始している。
令和６年度末現在の土地保有面積は事業用定期借地の約18ha（１件）となっている。
４．まちづくり促進事業会計に係る予算執行管理・出納経理業務
予算編成・執行管理及び起債に関する事務をはじめ、経営全般に関する事項に係る調査・検討を行うとともに、出納及び経理事務を行った。
（１）収入支出決算額
（単位：円）
	区　　分
	決算額

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	収入
	まちづくり促進事業収益
	4,573,808,910
	1,800,151,168
	2,084,758,393

	
	まちづくり促進事業資本的収入
	22,353,000,000
	15,267,150,000
	1,254,000,000

	支出
	まちづくり促進事業費用
	5,393,600,737
	760,375,046
	972,667,980

	
	まちづくり促進事業資本的支出
	27,772,000,000
	32,572,000,000
	1,320,000,000


（２）令和６年度月別資金収支残高調書


（単位：円）
	月別
	預金
	小口現金
残高
	現金
残高
	月末資金残高
収納額

	
	収納額
	支払額
	月末残高
	
	
	

	前年度
繰越金
	4,080,679,625
	
	
	100,000
	0
	4,080,779,625

	4
	277,696,496
	3,698,991
	4,354,677,130
	100,000
	0
	4,354,777,130

	5
	308,948,893
	228,930,207
	4,434,695,816
	100,000
	0
	4,434,795,816

	6
	317,892,219
	399,544,689
	4,353,043,346
	98,698
	0
	4,353,142,044

	7
	3,166,909,917
	199,337,308
	7,320,615,955
	100,000
	0
	7,320,715,955

	8
	1,012,704,958
	1,011,017,206
	7,322,303,707
	100,000
	0
	7,322,403,707

	9
	8,185,471,276
	100,879,798
	15,406,895,185
	99,727
	0
	15,406,994,912

	10
	5,128,385,681
	8,918,744,415
	11,616,536,451
	100,000
	0
	11,616,636,451

	11
	9,594,021,172
	34,529,966
	21,176,027,657
	100,000
	0
	21,176,127,657

	12
	1,277,269,824
	20,090,767,654
	2,362,529,827
	99,808
	0
	2,362,629,635

	1
	77,362,802
	2,520,135
	2,437,372,494
	99,714
	0
	2,437,472,208

	2
	9,656,461
	5,157,648
	2,441,871,307
	99,715
	0
	2,441,971,022

	3
	176,069,083
	25,649,678
	2,592,290,712
	99,824
	0
	2,592,390,536


５．大阪府まちづくり促進事業会計　比較損益計算書（令和４年度から令和６年度）
（単位：円）　
[image: image2.emf]科　　目 令和４年度 令和５年度(A) 令和６年度(B) 増減（B－A）

２　営　業　費　用 966,586,595 707,788,785 5,226,067,737 4,518,278,952

 (1) 土 地 売 却 原 価 537,238,311 286,810,213 4,824,024,748 4,537,214,535

 (2) 一  般  管  理  費 429,348,284 420,978,572 402,042,989 △ 18,935,583

４　営　業　外　費　用 6,081,385 52,586,261 167,533,000 114,946,739

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 6,081,385 52,586,261 167,533,000 114,946,739

５　特　別　損　失 0 0 0 0

 (1) その他特別損失 0 0 0 0

費 用 計 972,667,980 760,375,046 5,393,600,737 4,633,225,691

当 年 度 純 利 益 1,112,090,413 1,039,776,122 △ 819,791,827 △ 1,859,567,949

費 用 ＋ 利 益 計 2,084,758,393 1,800,151,168 4,573,808,910 2,773,657,742

借　　　　　　　　　　　　　　　　　　方


６．大阪府まちづくり促進事業会計　比較貸借対照表（令和４年度から令和６年度）
（単位：円）
[image: image3.emf]科　　目 令和４年度 令和５年度(A) 令和６年度(B) 増減（B－A）

１　固  定  資  産 86,524,825,359 85,285,974,023 80,405,809,838 △ 4,880,164,185

 (1) 有 形 固 定 資 産 86,496,133,791 85,269,071,063 80,400,906,878 △ 4,868,164,185

   ｱ　土　　　　　地 86,496,133,791 85,269,071,063 80,400,906,878 △ 4,868,164,185

 (2) 投資その他の資産 28,691,568 16,902,960 4,902,960 △ 12,000,000

   ｱ　破産更生債権等 98,794,688 86,494,688 74,194,688 △ 12,300,000

   ｲ　貸 倒 引 当 金 △ 70,103,120 △ 69,591,728 △ 69,291,728 300,000

２　流  動  資  産 20,053,756,702 4,080,887,825 2,592,523,936 △ 1,488,363,889

 (1) 現  金  預  金 20,053,756,702 4,080,804,625 2,592,415,536 △ 1,488,389,089

 (2) 未　　収　　金 0 83,200 108,400 25,200

資 産 合 計 106,578,582,061 89,366,861,848 82,998,333,774 △ 6,368,528,074

借　　　　　　　　　　　　　　　　　　方


（単位：円）
[image: image4.emf]科　　目 令和４年度 令和５年度(A) 令和６年度(B) 増減（B－A）

１　営  業  収  益 2,083,867,639 1,798,826,794 4,561,157,399 2,762,330,605

 (1) 土 地 貸 付 収 益 1,575,065,351 1,552,614,793 1,514,886,534 △ 37,728,259

 (2) 土 地 売 却 収 益 508,802,288 246,212,001 3,046,270,865 2,800,058,864

３　営 業 外 収 益 890,754 1,324,374 12,651,511 11,327,137

 (1) 受  取  利  息 98,354 39,452 819,178 779,726

 (2) 雑    収    益 792,400 1,284,922 11,832,333 10,547,411

収 益 計 2,084,758,393 1,800,151,168 4,573,808,910 2,773,657,742

貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　方


（単位：円）
[image: image5.emf]科　　目 令和４年度 令和５年度(A) 令和６年度(B) 増減（B－A）

３　固  定  負  債 64,987,577,719 50,226,780,557 69,438,447,539 19,211,666,982

 (1) 企    業    債 64,947,000,000 50,183,000,000 69,405,000,000 19,222,000,000

   ｱ　建設改良費等の財源に 64,947,000,000 50,183,000,000 69,405,000,000 19,222,000,000

    　充てるための企業債

 (2) 引    当    金 40,577,719 43,780,557 33,447,539 △ 10,333,018

   ｱ　退職給付引当金 40,577,719 43,780,557 33,447,539 △ 10,333,018

４　流  動  負  債 34,131,654,914 29,322,058,256 4,605,794,464 △ 24,716,263,792

 (1) 企    業    債 32,572,000,000 27,772,000,000 3,131,000,000 △ 24,641,000,000

   ｱ　建設改良費等の財源に 32,572,000,000 27,772,000,000 3,131,000,000 △ 24,641,000,000

    　充てるための企業債

 (2) 未    払    金 16,634,505 19,591,795 10,649,169 △ 8,942,626

 (3) 未　払　費　用 525,750 13,674,727 48,997,327 35,322,600

 (4) 前　受　収　益 0 4,651,745 0 △ 4,651,745

 (5) 引    当    金 2,575,192 2,675,946 2,412,497 △ 263,449

   ｱ　賞 与 引 当 金 2,157,037 2,235,503 2,012,333 △ 223,170

   ｲ　法定福利費引当金 418,155 440,443 400,164 △ 40,279

 (5) その他流動負債 1,539,919,467 1,509,464,043 1,412,735,471 △ 96,728,572

負 債 合 計 99,119,232,633 79,548,838,813 74,044,242,003 △ 5,504,596,810

５　資    本    金 11,522,367,919 10,582,115,404 10,537,975,967 △ 44,139,437

   ｱ　企    業    債 0 0 0 0

６　欠    損    金 4,063,018,491 764,092,369 1,583,884,196 819,791,827

 (1) 資 本 剰 余 金

0 2,259,150,000 2,259,150,000 0

   ｱ　他 会 計 補 助 金

0 2,259,150,000 2,259,150,000 0

 (2) 利 益 剰 余 金 △ 4,063,018,491 △ 3,023,242,369 △ 3,843,034,196 △ 819,791,827

   ｱ　利 益 積 立 金 0 0 0 0

   ｲ　当年度未処理欠損金 4,063,018,491 3,023,242,369 3,843,034,196 819,791,827

資 本 合 計 7,459,349,428 9,818,023,035 8,954,091,771 △ 863,931,264

負 債 ・ 資 本 合 計 106,578,582,061 89,366,861,848 82,998,333,774 △ 6,368,528,074

貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　方


７．企業債の発行状況・償還状況
【まちづくり促進事業会計】
（単位：円）
	　　　　　　　種類
区分
	地域開発事業債

	
	令和６年度
	令和５年度
	令和４年度

	当初現債額
	77,955,000,000
	97,519,000,000
	97,585,000,000

	発行・償還
及び利子
	発行額
	22,353,000,000
	13,008,000,000
	1,254,000,000

	
	償還額
	27,772,000,000
	32,572,000,000
	1,320,000,000

	支払額
	利子
支払額
	73,301,070
	4,197,970
	975,850

	年度末現債額
	72,536,000,000
	77,955,000,000
	97,519,000,000

	年利率
	0.001 ％
0.258 ％
0.353 ％
0.400 ％
0.555 ％
0.631 ％
0.749 ％
	0.001 ％
0.258 ％
0.353 ％
0.400 ％
	0.001 ％
0.258 ％

	備考
	公募債　９銘柄
	公募債　８銘柄
	公募債　８銘柄



管理グループ
１．連絡調整
課内業務を円滑に推進するため、各グループとの連絡調整を密にし、所管業務の適正な執行に努めた。
２. 千里・泉北、二色の浜地区の管財業務
（１）買戻特約登記の抹消事務
千里・泉北、二色の浜地区において分譲した土地及び建物のうち買戻期間が満了したものについて、買戻特約登記の抹消事務を次のとおり行った。
（単位：件）
	　　　用途　　　
年度
	土地
	建物
	計
	備考

	R6
	186
	6
	192
	千里・泉北・二色の浜地区

	R5
	142
	4
	146
	千里・泉北・二色の浜地区

	R4
	140
	5
	145
	千里・泉北・二色の浜地区


(注) 令和５年４月1日施行の不動産登記法改正に伴い、登記権利者が単独で買戻特約登
記の抹消申請を行うことが可能となったため、R5及びR6は法務局からの買戻特約

抹消登記完了通知書の収受、精査の事務を含む
（２）譲渡契約及び分譲収入状況
府有地の未処分地における譲渡契約及び分譲収入状況は、次のとおりである。
	年度
	件数
	面積（㎡）
	契約金額（円）
	収納額（円）

	R6
	3
	14.16
	257,457
	257,457

	R5
	3
	24.70
	703,390
	703,390

	R4
	2
	171.05
	6,836,000
	6,836,000


（注）「面積」欄の数値は、売買契約における実測面積
（３）府有財産の貸付
府有財産の貸付の申請があったものについて、その事由に応じて貸付契約を行った。貸付等状況は、次のとおりである。
	年度
	件数
	貸付料（円）
	収納額（円）

	R6
	2
	6,600
	6,600

	R5
	2
	6,600
	6,600

	R4
	2
	6,700
	6,700


（４）府有地の登記事務委託
登記事務等について業務委託を行った。
	年度
	件数
	委託料（円）

	R6
	4
	1,485,000

	R5
	1
	495,000

	R4
	1
	66,000


（５）不動産鑑定評価
分譲価格等を決定する参考資料とするための不動産鑑定評価の実施状況は、次のとおりである。
	年度
	件数
	役務費（円）

	R6
	0
	0

	R5
	0
	0

	R4
	1
	99,000


３. りんくうタウンのにぎわいづくりに関する業務
りんくうタウンの立地企業と地元市町、府等で構成している「りんくうまちづくり協議会」の事務局として、公と民の連携、協力によるまちのにぎわいづくりに取り組んだ。
令和６年度は、施設見学や情報交換の機会を設けて会員間の交流の促進を図るとともに、まちの魅力づくりとして、まちの資源を活用し、まちを一体的にPRする「りんくう“いろどり”まちづくり」を夏期と秋期に実施したほか、冬期に「大阪・光の饗宴2024  エリアプログラム」に参加した。
また、ホスピタリティ向上を目的に、６月、11月及び令和７年３月にりんくうタウン一斉清掃活動を実施、令和７年２月に安全・安心のまちづくりに向けた「地震・津波」についての講座及び災害時の対応等についての情報交換を実施した。
このほか、協議会ホームページ「RINKU TOWN GUIDE」やSNSの活用によるまちの魅力情報の発信に加え、りんくうタウン立地企業等の協賛を得て、令和７年３月にりんくうタウン駅、観光案内所、商業施設及び宿泊施設等で配布する「りんくうタウン案内マップ」を作成した。
４．地域活性化総合特区に関する業務
平成23年12月に国から指定された国際医療交流の拠点づくり「りんくうタウン・泉佐野市域」地域活性化総合特区の地域活性化総合特別区域協議会（「りんくうタウン国際医療交流推進協議会」）事務局として、協議会の運営、関係機関と調整を行った。
令和６年度は、８月に第18回協議会を開催し、計画（令和３年３月認定）における事業の現状と課題を報告し意見交換を行った。また、事業目標ごとに設置している３つのワーキンググループ（観光分野１つ、医療分野２つ）で、取組の具体化を進めた。各２～３回会議を開催（観光分野：５月、11月、令和７年２月、医療分野①：５月、12月、令和７年３月、医療分野②：12月、令和７年３月）し、関係者ヒアリング等による現状と課題の整理や第３期計画終了後の方向性についての検討、関係団体や国との連携・調整を図った。
５．危機管理業務
大阪府災害等応急対策実施要領に基づき、タウン推進課で整備している災害等対策実施要領により、９月に「大阪880万人訓練」と連動した災害対策訓練を行った。災害対策訓練では、平日に10ｍの大津波が職場に押し寄せる場合を想定し、自身の身を守る行動として徒歩と自転車による緊急避難場所への避難訓練を実施した。
また、令和７年１月には、休日に発災した南海トラフ地震を想定し、大手前サテライトへの参集訓練を行うとともに、阪南スカイタウンにある所管府有地等の被害状況確認とその報告訓練　及びタウン緊急メールの転送確認を実施した。
６．事務執行状況
（１）歳入
　  （一般会計）
	科　　目
	収　入　内　容
	収　入　済　額

	財産運用収入
	　千里ニュータウン及び泉北ニュータウンにおいて大阪府所有の電柱敷等を関係者に貸付けた貸付料
	円
6,600　　
令和５年度
        6,600

令和４年度　　　　　　　　
　　6,700　
令和３年度　
　　6,600

	財産売払収入
	　大阪府所有の泉北ニュータウン事業残地の不動産売払代金
	円
257,457　　
令和５年度　　　　
703,390

令和４年度　　　　　　　　
6,836,000
令和３年度
　 43,202

	雑入
	家庭裁判所から土地処分に伴う相続財産管理終了による家事予納金の返金
	円
267,596　　
令和５年度　　　　
243,476

令和４年度　　　　　　　　
1,242,807
令和３年度
2,796,974

	貸付金元利収入
	関西国際空港関連事業特別会計への貸付金に対する利息
	円
20,379,326　　
令和５年度
   20,463,964

令和４年度　　　　　　　　
20,495,464
令和３年度
20,495,464


（２）歳出　 
 （一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	タウン管理費
＜タウン推進費＞
（国際医療交流の拠点づくり促進事業費を含む）
	タウン推進課に属する事務事業について適切かつ効率的に執行した。

	円
33,543,492　　
令和５年度
30,051,784

令和４年度　　　　　　　　
29,665,545
令和３年度
35,780,102


推進グループ
１．りんくうタウン誘致分譲業務
りんくうタウン事業（南大阪湾岸整備事業）において、産業用地の分譲等に関する事務や貸付料等の収納等を行った。
また、府有地の貸付等を行い府有財産の適正な管理に努めるとともに、貸付に係る市町村交付金の交付を行った。
（１）分譲関連業務
りんくうタウンの分譲関連業務委託等について、令和６年度は実施していない。
	年度
	件 数
	委託料（円）
	件　数
	負担金（円）

	6
	0
	0
	0
	0

	5
	0
	0
	0
	0

	4
	1
	279,400
	１
	197,174


（２）分譲等の概要
令和６年度は、事業用定期借地を２件（17,282.86㎡）途中売却した。
その外府持分１件（地積：3,331.26㎡、府持分6093分の2093）を売却した。

（３）不動産鑑定評価等
分譲価格及び貸付料を決定する参考資料とするため、次のとおり不動産鑑定評価等を依頼した。
	年度
	件数
	役務費（円）

	6
	6
	2,038,300

	5
	9
	2,118,600

	4
	4
	1,309,000


（４）貸付契約
平成15年度から実施している事業用定期借地権設定契約における、貸付料を収納した。
	年度
	契約件数
(うち新規)
	保証金（円）
	貸付料（円）
	 収納額（円）

	6
	30
（0）
	0
	1,387,799,888
	1,387,799,888
12,000,000

	5
	32
（0）
	973,584
	1,423,560,795
	1,423,560,795

12,000,000

	4
	37
（0）
	0
	1,443,462,557
	1,414,559,597

14,451,480


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※収納額の下段は、過年度の未収額

（５）りんくうタウン分譲等契約及び収入状況
	ゾーン
	年度
	区分
	件数
（件）
	面積
（㎡）
	契約金額
（円）
	収納額
（円）

	商業業務
	6
	分譲
	1
	14,283.68
	2,856,736,000
	2,856,736,000

	
	5
	分譲
	1
	3,964.84
	876,229,640
	876,229,640

	
	4
	－
	－
	－
	－
	－

	流通･製造
・加工
	6
	－
	－
	－
	－
	－

	
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	
	4
	－
	－
	－
	－
	－

	住宅関連
	6
	－
	－
	－
	－
	－

	
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	
	4
	－
	－
	－
	－
	－

	空港関連産業
	6
	－
	－
	－
	－
	－

	
	5
	分譲
	1
	3,500.01
	195,300,558
	195,300,558

	
	4
	分譲
	1
	4,567.62
	239,343,288
	239,343,288

	工場団地
	6
	分譲

	1
	2,999.18
	173,052,686
	173,052,686

	
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	
	4
	分譲
	4
	5,239.18
	269,459,000
	269,459,000

	公共施設用地
	6
	－
	－
	－
	－
	－

	
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	
	4
	－
	－
	－
	－
	－


（６）府有財産の貸付
府有財産の貸付の申請があったものについて、その事由に応じて貸付契約を行った。貸付等状況は、次のとおりである。
	年度
	区分
	件数
	貸付料、使用料（円）
	収納額（円）

	6
	有償
	3
	38,920
	38,920

	
	無償
	9
	－
	－

	5
	有償
	3
	38,920
	38,920

	
	無償
	9
	－
	－

	4
	有償
	7
	1,132,530
	1,132,530

	
	無償
	12
	－
	－


（７）府有財産貸付に係る市町村交付金の交付
泉佐野市及び泉南市に対し、市町村交付金の交付を行った。
（単位：円）
	交付先
年度
	泉佐野市
	泉南市

	6
	306,219,000
	14,800,600

	5
	305,206,200
	17,689,600

	4
	309,053,600
	17,689,600


２．２2.阪南スカイタウン誘致分譲業務
阪南スカイタウン事業（阪南丘陵住宅地区開発事業）において、住宅用地及び産業用地の分譲等に関する事務や貸付料等の収納等を行った。
また、府有地の貸付等を行い府有財産の適正な管理に努めるとともに、貸付に係る市町村交付金の交付を行った。
（１）分譲関連業務
阪南スカイタウンの住宅用地及び産業用地等の分譲関連業務委託等について、令和６年度は実施していない。
	年度
	件数
	委託料（円）

	6
	0
	0

	5
	0
	0

	4
	0
	0


（２）分譲等の概要
令和６年度は、一般定期借地を３件（965.04㎡）と事業定期借地を1件（480.53㎡）それぞれ途中売却した。
（３）不動産鑑定評価等
分譲価格及び貸付料を決定する参考資料とするための不動産鑑定評価等について、令和６年度は実施していない。
	年度
	件数
	役務費（円）

	6
	0
	0

	5
	3
	601,700

	4
	2
	550,000


（４）貸付契約
平成13、14年度に実施した一般定期借地権設定契約及び平成15年度から実施している事業用定期借地権設定契約における貸付料を収納した。
≪住宅用地≫
	区　　　　　分
	年度
	件数
	貸付料（円）
	収納額（円）

	一般定期借地
	6
	20
	5,738,700
	5,738,700

	
	５
	21
	6,500,000
	6,500,000

	
	４
	22
	6,547,300
	6,547,300


≪産業用地≫
	年度
	契約件数
（うち新規）
	保証金（円）
	貸付料（円）
	収納額（円）

	6
	7
（0）
	0
	43,283,306
	43,283,306

	5
	8
（0）
	0
	44,126,162
	44,126,162

	4
	9

（0）
	0
	46,627,658
	46,627,658


（５）府有財産貸付に係る市町村交付金の交付
阪南市に対し、市町村交付金の交付を行った。
	年度
	交付額（円）

	6
	9,709,600

	5
	10,112,500

	4
	10,664,300


（６）阪南スカイタウン分譲等契約及び収入状況
	
	年度
	区分
	件数
（件）
	面積
（㎡）
	契約金額
（円）
	収納額
（円）

	住宅用地
	6
	分譲
	4
	1445.57
	52,373,502
	52,373,502

	
	5
	分譲
	1
	190.98
	7,677,396
	7,677,396

	
	4
	分譲
	2
	12,669.64
	158,947,480
	158,947,480

	産業用地
(公益的施設)
	6
	－
	－
	－
	－
	－

	
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	
	4
	－
	－
	－
	－
	－

	産業用地
(特定業務施設)
	6
	－
	－
	－
	－
	－

	
	5
	分譲
	1
	1,950.63
	50,911,443　
	50,911,443

	
	4
	分譲
	1
	2,324.91
	　61,842,606
	　61,842,606


（７）府有地の貸付
府有財産の使用の申請があったものについて、その事由に応じて貸付契約を行った。貸付状況は、次のとおりである。
	年度
	区分
	件数
	貸付料（円）
	収納額（円）

	6
	有償
	3
	200,170
	200,170

	
	無償
	2
	－
	－

	5
	有償
	3
	200,170
	200,170

	
	無償
	2
	－
	－

	4
	有償
	3
	208,010
	208,010

	
	無償
	2
	－
	－


３. 二色の浜誘致分譲業務
二色の浜環境整備事業（阪南臨海土地造成事業）において、産業用地の分譲等に関する事務や貸付料等の収納等を行った。
また、貸付に係る市町村交付金の交付を行った。
（１）分譲等の概要
令和６年度は、売却なし。
　
（２）不動産鑑定評価
分譲価格及び貸付料を決定する参考資料とするための不動産鑑定評価等について、令和６年度は実施していない。
	年度
	件数
	役務費（円）

	6
	0
	0

	5
	1
	440,000

	4
	1
	528,000


（３）貸付契約
平成15年度から実施している事業用定期借地権設定契約における貸付料を収納した。
	年度
	契約件数
（うち新規）
	保証金（円）
	貸付料（円）
	収納額（円）

	6
	1
（0）
	0
	226,549,100
	226,549,100

	5
	1
（0）
	0
	220,230,504
	220,230,504

	4
	1
（0）
	0
	220,230,504
	220,230,504


（４）府有財産貸付に係る市町村交付金の交付
貝塚市に対し、市町村交付金の交付を行った。
	年度
	交付額（円）

	6
	38,483,400

	5
	38,554,800

	4
	47,330,600


（５）二色の浜分譲等契約及び収入状況
	
	年度
	区分
	件数
（件）
	面積
（㎡）
	契約金額
（円）
	収納額
（円）

	産業用地
	6
	－
	－
	－
	－
	－

	
	5
	－
	－
	－
	－
	－

	
	4
	－
	－
	－
	－
	－


４．維持管理業務
りんくうタウン及び阪南スカイタウンにおける府管理施設（未処分地等）維持管理のため、工事及び委託業務の発注、契約、施工管理を行った。また、定期的にパトロールを実施し、施設の安全管理や直営作業を行った。
（１）発注・契約事務
タウン推進課発注の工事及び委託業務について、適正な発注・契約事務を行った。
（２）執行状況
りんくうタウン、阪南スカイタウンにおける当年度の維持管理業務に係る工事及び委託業務の執行状況は、次のとおりである。
《一般会計》
	区　　　　分
	種別
	件数
	契約額（円）
	執行額（円）

	タウン管理費
	工事
	0
	0
	0

	
	委託
	1
	1,925,000
	1,925,000

	りんくうタウン事業費
	工事
	2
	92,941,000
	92,941,000

	
	委託
	5
	4,444,000
	4,444,000

	阪南スカイタウン事業費
	工事
	1
	625,900
	118,800

	
	委託
	2
	1,300,200
	1,300,200

	令　和　６　年　度　 計
	工事
	3
	93,566,900
	93,059,800

	
	委託
	5
	7,669,200
	7,669,200

	令　和　５　年　度　 計
	工事
	3
	74,892,600
	42,642,600

	
	委託
	5
	9,788,900
	9,788,900


※工事及び委託業務の各案件については、令和６年度財務関係参考資料の「７委託料
調」「９工事請負費調」に記載
　　　　
５．りんくうタウンの活性化に関する業務
泉佐野市域について、平成25年から行ってきたりんくうタウンへ進出を希望する企業への企業ヒアリング等による土地利用ニーズの把握を踏まえた「りんくうタウンの土地利用の方向性及び公園予定地の暫定利用等に関する方針」の実現に向け、次のとおり取り組んだ。
空港連絡道路北側の公園予定地における泉佐野市が行うスケートリンクを核としたまちづくり事業に関しては、泉佐野市と生産体験型施設関連について、供用開始時期等の協議を行った。
６．阪南スカイタウン未利用地活用に関する業務
住宅地として処分が困難な粗造成地について、住民ニーズ等を踏まえた暫定活用方策を検討・実現することにより維持管理費の削減を図るとともに、住宅以外の土地活用方策の転換により事業者立地をめざしている。
令和元年度に取りまとめたニーズ調査や住民とのワークショップの内容を踏まえ、地元市である阪南市の関係各課と定期的に開催している連絡会（令和７年２月開催）において、活用方針について検討を行った。
７．事務執行状況
（１）歳入
　  （一般会計）
	科　　目
	収　入　内　容
	収　入　済　額

	財産運用収入
	　府有財産の事業用定期借地権設定契約に基づく貸付料や、一時的な貸付契約に基づく貸付料を収納したもの。

	円
148,723,550　　
令和５年度
　    142,041,758

令和４年度　　　　　　　　
143,143,208
令和３年度
135,491,648

	財産売払収入

	事業用借地等の府有地を売却したもの。


	円
266,042,316　　
　令和５年度　　　　　　　　
883,907,036

令和４年度
        401,039,741
　

	雑入

	貸付料の遅延利息を収納したもの。

	―円
　　
　令和５年度　　　　　　　　
    ―
令和４年度
22,000


（２）歳出　 
 （一般会計）
	　事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額

	りんくうタウン事業費

	分譲価格及び貸付料を決定する参考資料とするための不動産鑑定評価や、府管理施設（未処分地等）維持管理のため、工事及び委託業務の発注、契約、施工管理を実施した。
	円
130,067,300　　
令和５年度
47,673,200

　令和４年度　　　　　　　　
25,480,774
令和３年度
13,671,900

	阪南スカイタウン事業費

	府管理施設（未処分地等）維持管理のため、工事及び委託業務の発注、契約、施工管理を実施した。
	円
2,046,015　　
令和５年度
5,501,598

　令和４年度　　　　　　　　
4,675,851
令和３年度
3,931,790


令和７年３月31日現在


４








関西国際空港　　　4,550万㎥


りんくうタウン　　1,350万㎥
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